
 

意   見   書  

令和６年１０月１５日 

                                            三重県公共事業評価審査委員会 

１ 経  過 

 令和６年１０月１５日に開催した令和６年度第３回三重県公共事業評価審査委員会にお

いて、県よりかんがい排水事業１箇所、林道事業２箇所、道路事業２箇所の審査依頼を受

けた。 

 これらの事業に関して、担当職員から事業説明を受けるとともに、審査資料に基づき審

査を行った。 

 

２  意  見 

  審査対象事業に関して慎重な審査を行った結果、以下のような意見を委員会としてとり

まとめ、三重県知事に対して答申するものである。 

 

（１） かんがい排水事業【 再評価対象事業 】 

    １番 宮川
みやがわ

左岸
さ が ん

地区
ち く

 

 １番については、平成２６年度に事業に着手し、事業採択後一定期間を経過した時点で

継続中の事業であるため、1回目の再評価を行った事業である。 

今回、審査を行った結果、１番について事業継続の妥当性が認められたことから事業

継続を了承する。 

 

（２） 林道事業【 再評価対象事業 】 

２番 経ヶ峰
きょうがみね

線
せん

 

 ２番については、平成６年度に事業に着手し、平成１１年度、平成１６年度、平成２１

年度、平成２６年度、令和元年度に再評価を行い、その後一定期間（５年）を経過し、継

続中の事業であるため、再評価を行った事業である。 

今回、審査を行った結果、２番について事業継続の妥当性が認められたことから事業

継続を了承する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（３） 林道事業【 再評価対象事業 】 

３番 浅谷
あさたに

越
ごえ

線
せん

 

 ３番については、平成６年度に事業に着手し、平成１１年度、平成１６年度、平成２１

年度、平成２６年度、令和元年度に再評価を行い、その後一定期間（５年）を経過し、継

続中の事業であるため、再評価を行った事業である。 

今回、審査を行った結果、３番について事業継続の妥当性が認められたことから事業

継続を了承する。 

なお、事業が長期にわたることから、事業効果の早期発現のため、事業期間の短縮を

図り、早期完成に努められたい。 

 

（４） 道路事業【 再評価対象事業 】 

７番 一般
いっぱん

国道
こくどう

３６８号
      ごう

（伊賀
い が

名張
な ば り

拡幅
かくふく

1工区
こ う く

） 

 ７番については、平成１８年度に事業に着手し、令和元年度に再評価を行い、その後一

定期間（５年）を経過し、継続中の事業であるため、再評価を行った事業である。 

今回、審査を行った結果、７番について事業継続の妥当性が認められたことから事業

継続を了承する。 

 

（５） 道路事業【 再評価対象事業 】 

８番 一般
いっぱん

県道上
けんどうかみ

笠間
か さ ま

八幡
や ば た

名張
な ば り

線
せん

（薦生
こ も お

） 

 ８番については、平成２７年度に事業に着手し、事業採択後一定期間を経過した時点で

継続中の事業であるため、1回目の再評価を行った事業である。 

今回、審査を行った結果、８番について事業継続の妥当性が認められたことから事業

継続を了承する。 

 

 

 


